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本社工場

企画・開発棟

□会社名 ：株式会社SANKEI

□創立 ：昭和26年（1951年）8月15日

□資本金 ：5000万円

□売上高 ：31.9億円（2025年6月期）

□従業員 ：109人

□所在地 ：三重県鈴鹿市上野町字助町48番地

 TEL：059-378-1243（代）

 FAX：059-378-3718

 URL：https://www.isu-sankei.co.jp

□ ISO9001認証取得：1999年8月

□ ISO14001認証取得：2000年7月

□ 新JISマーク表示認証取得：2007年6月

□会社名 ：株式会社ギャルドサンケイ

□設立  ：平成3年（1991年）9月

□資本金 ：1000万円

□所在地 ：三重県鈴鹿市上野町字助町48番地

   TEL：059-378-1298（代）

         FAX：059-378-3612

サンケイグループの概要

石薬師工場



多目的チェア

折りたたみチェア

いつでも、どこでも手軽に使用することができる
簡便さが魅力の折りたたみチェアを豊富に
ラインナップしています。

オフィスにおける打合せ・会議や、各種施設での
レセプションなどでは、その目的や規模に応じた
最適な会場設営が可能です。

スツール



私たちサンケイグループは、商品の開発、設計、製造、販売、廃棄の活動が、
地球環境と深く関連し影響を与えていることを明確にとらえ、地球環境保全へ
の貢献に徹し、お客様に満足して頂ける商品を継続的に提供ができるように、
全社員の技術力の向上と健全なる成長を目指します。

私たちは、特に次の項目について優先的に活動し、品質向上、環境保全
及び汚染予防に取組み、社会へ貢献します。

１．品質／環境関連の順守義務及び適用される要求事項を遵守し、社会的責任を遂行します。
２．品質／環境の両面を追求し、ライフサイクルアセスメントを用いた製品の開発、設計、製造、
      販売を推進し、品質の向上及び環境負荷の低減と汚染の予防に努めます。
３．持続的発展を可能とする社会の実現を目指し、「MY DEAR GLOBE」の理念のもと、
      行動指針RE5を実行し、環境を保護します。
４．品質／環境方針に基づき、品質目標、環境目標を設定し、目標達成のためにフレーム化し、
      PDCAサイクルを効率的に回すことで、品質／環境パフォーマンスを向上させ、
      継続的に改善します。
５．品質／環境方針が、当社の目的、事業活動及び状況に対して、適切性を持続するため、
      年１回見直しをします。

品質／環境方針

品質／環境宣言

私たちはお客様に満足される商品を、積極的に創ることにより、
  社員の生活向上と、社会への貢献をめざします。

経営方針



SDGs

( Sustainable Development Goals )
持続可能な開発目標

2015年9月の国連総会で採択された
2030年に向けた具体的行動指針

弊社の関連項目
7エネルギー削減
8経済成長

12再生素材の利用推進
13CO2排出量削減
14排水の適正処理
15合法木材の利用推進

ＳＤＧｓへの取り組み

弊社は事業活動を通してＳＤＧｓの達成に協力しています。



環境目的項目 (過去3年間実績平均値） ２０２４年度（第74期）
達成目標

２０２５年度（第75期）
達成目標

２０２６年度（第76期）

達成目標

１）廃棄物の減量化

廃粉体塗料 廃棄量（4,765ｋｇ）

原単位 10.1 ｇ/脚

－５％

（9.6ｇ/脚）

－５％

（9.6ｇ/脚）

－５％

（9.6ｇ/脚）

一般廃棄物 廃棄量（14,000ｋｇ）

原単位 29.7 ｇ/脚

－５％

（28.2ｇ/脚）

－５％

（28.2g/脚）

－５％

（28.2g/脚）

産業廃棄物 廃棄量（48187ｋｇ）

原単位 102.1 ｇ/脚

－５％

(97.0g/脚）

－５％

（97.0g/脚）

－５％

（97.0g/脚）

２）再生資源化率の向上

上記廃棄物のサーマ
ル及びマテリアルリサ
イクル化を推進する。

リサイクル率：

１００．０％ １００％維持 １００％維持 １００％維持

３）資源の有効利用

金属屑（鉄＋アルミ）
の低減

排出量（15537kg)

原単位 32.9g/脚

－２％

（32.3ｇ/脚)

－２％

(32.3ｇ/脚）

－２％

（32.3ｇ/脚）

環境目的・目標



環境目的項目 （過去3年間実績平均値） ２０２４年度（第74期）
達成目標

２０２５年度（第75期）

達成目標

２０２６年度（第76期）

達成目標

４）ＣＯ２排出量の見える化

省エネルギー化によるＣ
Ｏ２排出量の低減

生産活動排出量

628.7 ｔ

－２％

（616ｔＣＯ２）

－２％

（616ｔＣＯ２）

－２％

（616ｔＣＯ２）

企画開発活動排出量

１３．０ ｔ

－２％

(12.8ｔＣＯ２）

－２％

（12.8ｔＣＯ２）

－２％

（12.8ｔＣＯ２）

営業活動排出量

２１．１ｔ

－２％

(20.7ｔＣＯ２）

－２％

(20.7ｔＣＯ２）

－２％

(20.7ｔＣＯ２）

省エネルギー化による電
力使用量の低減

生産活動使用量

原単位 

1.6139ｋＷｈ/脚

－５％

(1.3186kWh)

－５％

(1. 3186kWh)

－５％

(1. 3186kWh)

５）環境対応商品の拡充（ＬＣＡを用いた商品）

製品販売比率 新基準に見直し 60％ 61％ 62％

製品構成比率 新基準に見直し 73％ 74％ 75％

環境目的・目標



環境目的項目 （2024年度目標） 2024年度（第74期）
達成度(実績)

コメント

１）廃棄物の減量化

廃粉体塗料 廃棄量

5％削減（2020年度実績比）
123.1％

(7.8g/脚)

工程内での塗装色を集中し、回収塗料の活用や、
塗装外注の活用などで、目標達成が出来た。

一般廃棄物 廃棄量

5％削減（2020年度実績比）
100.4％

(28.1g/脚)

再生利用の推進(古紙類の分別再生など）で、目標
達成が出来た。

産業廃棄物 廃棄量

5％削減（2020年度実績比）
91.1％

(106.5g/脚)

ポリ袋類の圧縮・減容化を計画していたが、実現に
至らず、目標達成が出来なかった。

２）資源の有効利用

金属屑（鉄＋

アルミ）の低減

排出量

2％削減（2020年度実績比）
108.0％

(29.9g/脚)

生産量増加による原単位換算により、前年度よりも
達成率が向上した。

※達成度は年度目標に対するもの
黒文字：100％以上 青文字：90％以上 赤文字：90％未満

環境目的・目標



環境目的項目 （2024年度目標） 2024年度（第74期）
達成度（実績）

コメント

４）ＣＯ２排出量の見える化

省エネルギー化に
よるＣＯ２排出量の
低減

本社工場排出量

2％削減（2023年度比） 86.9％

（709.3tCO2)

生産量が前年比126％増加し、合わせてCO2
排出量も増加した。今後は、設備更新時の省
エネ機器導入をさらに進めて行きたい。

企画開発棟排出量

2％削減（2023年度比）
71.2％

（18.0tCO2)
同上

省エネルギー化に
よる電力使用量の
低減

本社工場使用量

5％削減(2023年度比）
111.6％

(1.37kWh/脚)

電力使用量は、生産量増加により、現単位換
算しているため、目標達成が出来た。

５）環境対応商品の拡充（ＬＣＡを用いた商品）

製品販売比率 60％以上
108.5％

(65.1%)
新基準での初年度。目標達成が出来た。

製品構成比率 73％以上 95.9％

(70%)

やや目標に未達であった。

新基準での初年度でもあり、3年計画で進め
て行く。

※達成度は年度目標に対するもの
黒文字：100％以上 青文字：90％以上 赤文字：90％未満

環境目的・目標



製造段階では、材料やエネルギーの無駄のない利用、排気や排水中の汚染物質の低
減、発生した廃棄物の再利用などの取り組みを行っています。

製造段階における環境配慮

排水

弊社で発生する排水は、主に塗装前処理工程から出ており、工場敷地内にある排水処
理施設で浄化してから放流しています。放流に際しては、法律制定基準より厳しい、自
主基準値を設定して管理しています。
又、定期的な水質評価を実施してチェックを怠らず、水使用量の低減に努めています。

全基準
合格



環境配慮型製品の比率向上
 持続可能な社会の実現に向けて、様々な切り口から環境に配慮した

 製品を積極的に開発・商品化を図っています。

各種法規制への対応
有害物質を含む違法な原料を使用せず

各環境基準数値へ対応した製品作りを行っています。

製造段階における環境配慮

0点 2点 4点 6点 8点 10点
1 エネルギー

エネルギー消費量削減
CO₂排出量従来比(CFP評

価)

LCA評価

ナシ

LCA評価

アリ

2 資源

活用と利用
樹脂等（木材含む）の再生

資源の活用
以下 10%以上 20%以上 30%以上 40%以上 50%以上

3
活用と利用

未利用資源(間伐材等)の活

用
不適用 - - - -

間伐材

HB使用

4
グリーン購入法適合 グリーン購入法の適用有無 不適用 - - - - 適用

5 廃棄物

ゴミ発生の抑制 部品交換ができる 不可能 - 一部可能 -
工具あれば

可能

工具ナシで

も可能

No. 分野
社内評価基準のキーワード

重要度(高)

開発部の優先課題

内容

評価基準

0点 1点 2点 3点 4点 5点
6 エネルギー

エネルギー消費量削減 商品重量

7
部品点数 61点以上 60~51点 50~41点 40~31点 30～21点 20点以下

8
耐久性(ロングライフ)

耐久性の

評価なし
- 家庭用規格 +JIS規格

SIS規格

OEM規格

ANSI

BIFMA

9 大気・水の汚染

有害物質排出抑制 ホルムアルデヒド放散量 未確認 F☆ F☆☆ - F☆☆☆ F☆☆☆☆

10
RoHs指令 不適用 - - - - 適用

No. 分野
社内評価基準のキーワード

重要度(中)

開発部の優先課題

内容

評価基準

分類ごとに算定、重量の重いものほど環境負荷は高い



環境配慮型製品の比率向上
 持続可能な社会の実現に向けて、様々な切り口から環境に配慮した

 製品を積極的に開発・商品化を図っています。

各種法規制への対応
有害物質を含む違法な原料を使用せず

各環境基準数値へ対応した製品作りを行っています。

製造段階における環境配慮

0.0点 0.5点 1.0点 1.5点 2.0点 2.5点
11 大気・水の汚染 大気・水の汚染物質排出量

削減
国内調達の推進

全て海外

調達
-

一部海外

調達部品
- -

全て国内

調達

12
表面処理 溶剤使用 -

ニッケルクロ

ムメッキ

粉体

吹き捨て
- 粉体回収

13 廃棄物

ゴミ発生の抑制 梱包廃材使用量/運送コスト 11才以上
8.5才以上

11才未満

6才以上

8.5才未満

3.5才以上

6才未満

1才以上

3.5才未満
1才未満

14
使用素材の統一化 8素材以上 7素材 6素材 5素材 4素材 3素材以下

15
素材名の表示 なし -

一部の素

材あり
- -

全ての素材

あり

16
再生し易い樹脂素材の選定 以下

20％以上

再生可

40％以上

再生可

60％以上

再生可

80％以上

再生可

100％

再生可

17
修理して使用できる

修理が

できない
1年 - 5年 - 10年

18
分別廃棄のし易さ 2部品以下

3部品分別

不可

2部品分別

不可

1部品分別

不可

工具あれば

可能

工具ナシで

も可能

19 生物多様性

活用と利用
原材料認証製品の活用、

合法性証明の有無
不適用 - - - - 認証品

20
バイオマス製品の利用率 0% 10%以上 20%以上 30%以上 40%以上 50%以上

No. 分野
社内評価基準のキーワード

重要度(低)

開発部の優先課題

内容

評価基準



環境配慮型製品の比率向上
 持続可能な社会の実現に向けて、様々な切り口から環境に配慮した

 製品を積極的に開発・商品化を図っています。

製造段階における環境配慮

機種数
評価 判定基準 2024年 2025年
環境製品A 63点以上の機種数 205 223
環境製品B 63点未満58.5点以上機種数 206 201
環境製品C 58.5点未満機種数 177 177

機種数比率
評価 判定基準 2024年 2025年
環境製品A 63点以上の機種数 35% 37%
環境製品B 63点未満58.5点以上機種数 35% 33%
環境製品C 58.5点未満機種数 30% 29%

177 177

206 201

205 223

0

100

200

300

400

500

600

2024 2025

環境製品A

環境製品B

環境製品C



不要になったプラスチック製の部品や廃材は、

マテリアルリサイクルをしています。

対象は主にポリプロピレン（PP)、ABSです。

原材料ごとに専用かごを設置し、分別回収を行っています。
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年度

プラスチックリサイクル量の推移

PA6成型品 雑色

PC成形品 雑色

ABS成形品 雑色

PP-G成型品 雑色

PP成型品 雑色



廃棄物処理法に基づき適正な業者を選定し、廃棄物の最終処分までの流れを

把握しており、排出事業者責任を果たしています。

適正な処理とともに廃棄物の再資源化に努力しています。

また、県条例に基づく、処分場の現地確認を、年１回実施して、監視を行っています。

（抜粋） 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例

第７条 事業者は、産業廃棄物の処分を委託しようとする時は、規則で定めるところにより、委託業者が、当該産業廃棄物
を処分する能力を現に有していることを確認するとともに、規則で定める事項を記録する。確認をした日から一年を経過し
た日以後引き続き、委託する場合も同様とする。

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則

第3条 条例7条第一項の規定による確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとし、当該確認した事項の記録は
五年間保存するものとする。

一 自ら実地に調査し、確認すること。

二 自らの責任において、実地に調査している者から聴取し、及び確認すること。



＜現状の処理ルート＞

廃プラスチック→焼却（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

真ん中の箱（コンテナ）

業者で破砕、

選別処理（鈴鹿市） 燃料用として、

圧縮・梱包（鈴鹿市）

北海道・苫小牧へ運搬し、

発電所での燃料として使用

（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

写真は、㈱ｻﾆｯｸｽHPから引用



＜現状の処理ルート＞

廃粉体塗料：焼却（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

廃油：焼却（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）→微量の燃えがら（1％未満）を埋立



＜現状の処理ルート＞

汚泥（塗装前処理水）→社内中間処理（脱水）

→混練造粒→残渣を路盤材に利用（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）

残渣を、

人工骨材・埋め戻し
材として利用

木くず（パレット等）→破砕→パルプ原料などに再利用（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）

チップを、パルプ原料、ボード、燃料
等に再資源化



（金属を含むもの） →焼却（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）→燃えがら（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）

焼却処理

焼却により

可燃物は全体量
の５％以下に減
量される

金属類は選別し、有価物として売却

燃えがらは焙焼炉で無害化処理し、

上層路盤材（アスファルト骨材）として利用

熱回収（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）



＜現状の処理ルート＞ 可燃物（一般廃棄物）→焼却（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

燃焼を２４時
間監視

燃焼する際の
エネルギーで
発電している。

＜現状の処理ルート＞

硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類→粉砕→ﾍﾟﾚｯﾄ化→樹脂原料として再利用（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）

鈴鹿市清掃センター

社内で分別を行い、有価で売却



社会の一員として、地域の皆様との交流や

環境との共生・教育活動を行っています。

・各種フェアや展示会への出展

・工場見学の受け入れ

・インターンシップ受け入れ

・外部での講演、事例発表

・清掃作業

・災害および緊急事態対応訓練

鈴鹿市ものづくり企業フェア

20２４年１月２０日 鈴鹿ハンター

教育・社会貢献活動



工場周辺：国道一号線沿線のごみ拾い

2024年5月10日

収集したごみ

教育・社会貢献活動



社内での品質・環境教育

（社内QC発表会の場にて）

20２５年１０月１７日

社内 労働安全講習

同 ２０２５年１０月１７日

教育・社会貢献活動



防災・減災 当社での消防訓練（避難・消火）

20２５年5月９日

教育・社会貢献活動



SANKEIϽи˔Ф ΰ ︠σḕẽ ӛ ︠σḕẽ ᴂ SANKEIϽи˔Ф ΰ ︠σḕẽ ӛ ︠σḕẽ ᴂ

1951 ᾥᴒ◕ Ỹτ╣ Уй˔Ϻ ⌠ ʻ 2012 ╣ ῬỘ(ᶴ)Υ 1ᵕϙΠḕẽ (ḕẽὊְ )Ϭ ʻ

1955 ╣ ῬỘᶴ꜠ᵓּזτ ‹  ʺ‫ ᴪἇ Ϭ ḏτᴥΠϥʻ 2013 CM104/105

1962 ╣ ᾉ ꜟ◕τῬ ӱ ʻ жϱрᵠ ῬⱧḁ ʻ CM550/397

1963 Ộᵫ◐ʻ SCF07

1967 ῬỘṛᶊˢJIS)ˮ‫ Ⱨ Μβ˯ ꜘẨᴦῬ ρσϥʻ

1968 大気汚染防止法

1972 ᶴ꜠ᵓּזЂрϾϱϬ ʻ ◖Ῥ ḁ ʻ CF80

1983 ᾥᴒ ▀Ộộ Ϭ ʻ CM100

1991 ᶴ꜠ᵓּזϻаиЖϬ ʻ リサイクル法 2018 ISO9001/14001ЫИвϯи2015 ϒӱ“ʻ グリーン購入法一部変更

1993 MY DEAR GLOBEϬ ʻˢ һσϥ♆θκχ Ẕ 環x境基本法 2019 CW01KK-MX

1995 容器包装リサイクル法

1996 CM01/04

1997 Ῥ ḁ 新エネルギー利用等促進に関する法律

1998 地球温暖化対策の推進に関する法律 CM02/SCF64

1999 ⁯∑ ל ṛᶊISO9001 ︡ ʻˢ╣ ῬỘˣ CM10/11

CM320/321

SCF65 地球温暖化対策推進法改正 CF11

省エネルギー法改正 CM199

グリーン購入法一部改正 CM352

2002 RoHS指令（EU) CM108/109 グリーン購入法一部変更・追加

ꜟ◕έϙᾚ ⱧỘ τ ʻ 地球温暖化対策推進法改正

省エネ法改正

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環法施行

2004 学校環境衛生基準改訂 CM399 г˔Іϵ˔и ḼỘτ ʻ(2025 ︡Ϥ ΰ)労働安全衛生法改正 CFJ22

2005 大気汚染防止法改正(VOC) 気候変動適応法改正 CF73/74

ꜟ◕έϙᾚ ⱧỘ ʻ 大気汚染防止法改正 CM102 

水質汚濁防止法改正

JISЫ˔ϼ ꜘ ︡ ˮϷТϰІ ϱІ˯ʻ 消費生活用製品安全法改正 CF67 ◖Ῥ τ ἷ› ᴥῬ Ϭ ʻ 改正クリーンウッド法 CM112ʾ113

LCA Т϶˔жЭ ʻ ˮ℅μοϱϱАІPROJECT˯◐ ʻ M-102ʾ103

2008 グリーン購入法一部変更 ЫϱЗРНϱЕЎϴϯ ʻ

УжрЖHECMECˮHM01˯Υᶆ Ϭ ʻ グリーン購入法改正 HM01

3ᵕϺАЇДЃϱр ˢ ỘДЃϱр ˣϬ ʻ 省エネ法改正

2009 ϽАЖДЃϱр Ϭ ʻ 地球温暖化対策推進法改正 ◖Ῥ το ἷ› χ ▀Ϭᵫ◐ʻ 労働安全衛生法改正 SAN STOOL

6ᵕϵЀФкЍϼБ ₰Ԍ ˢ ˣϬ ʻ ˮRE:STOOL PROJECT˯Ϭк˔рЎʻ CD150

2010 4ᵕϺАЇДЃϱр ˢгИН˔ЂиЈ˔ТГϰ ˣϬ ʻ 廃棄物処理法改正

2011 ╣ ῬỘΥӪ ᶨ ḼỘρΰο Ẩ Ḃ Ϭ ʻ CM375/376

Лм˔и/зЦи/

зрϼ
2022

2023

2024

2007

2009

グリーン購入法改正（原木伐採合

法）、省エネ法改正（荷主・運

送）、地球温暖化対策推進法改

正、廃棄物処理法施行令改正

2006

2025

╣ ῬỘᶴ꜠ᵓּזʺᶴ꜠ᵓּזЂрϾϱϬ ›ΰʺ

ᶴ꜠ᵓּזSANKEIτּז  ʻ

2000

PRTR法、資源有効利用促進

法、自動車Nox・PM法

学校環境衛生基準改訂、建築基準

法改訂、環境保全・環境教育推進

基本法、個人情報保護法

2001

2003

⁯∑ḕẽЫКЅЮрЕЄІГЭISO14001 ︡ ʻˢ╣ Ῥ

ỘʾЂрϾϱʾϻаиЖˣ

ᶴ꜠ᵓּזϻаиЖϬᶴ꜠ᵓּזϻаиЖЂрϾϱτּז  ʻ
グリーン購入法一部変更（オフィ

ス家具判断基準）

2017

グリーン購入法、循環型社会

形成推進基本法

2015

2016

ЫКЅЮрЕЄІГЭISO9001Ϭל ︡ ʻˢᶴ꜠ᵓּזЂ

рϾϱʾᶴ꜠ᵓּזϻаиЖЂрϾϱˣ

2020

╣ ῬỘᶴ꜠ᵓּזΥ ḼỘ ˢὊↄ▀Ộ ᵰộˣτϢϥˮψ

ωθΨ ḼỘʾ ṛ ⱧỘּז300ּי˯τ ʻ

2021

╣ ῬỘᶴ꜠ᵓּזΥὊↄ▀Ộ τϢϥˮ ӽ ᾃԏḼỘ˯τ

ʻ

̙ᶴ꜠ᵓּזSANKEI ◖Ῥ

〒513-0023

三重県鈴鹿市河田町字丸山1215番地

TEL /FAX  059-374-1120

̙ᶴ꜠ᵓּזϻаиЖЂрϾϱ

〒513-0017

三重県鈴鹿市上野町字助町48番地

TEL 059-378-1298 FAX 059-378-3612

̙ᶴ꜠ᵓּזSANKEI

〒513-0017

三重県鈴鹿市上野町字助町48番地

TEL 059-378-0465（代） FAX 059-378-3719

みえ環境大賞 環境経営部門 LCA実施奨励賞 はばたく中小企業・小規模業者300社
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